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船舶事故調査報告書 

 

平成２９年８月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成２８年１０月１５日 １９時１７分ごろ 

発生場所 福岡県福岡市博多港第１区 

博多港東防波堤灯台から真方位０５７°１,４５０ｍ付近 

（概位 北緯３３°３７.６′ 東経１３０°２４.０′） 

事故の概要 プレジャーボートグランブルーは、航行中、防波堤に衝突した。 

グランブルーは、船長及び同乗者１人が負傷し、船首部に破口を生

じた。 

事故調査の経過 平成２８年１０月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

プレジャーボート グランブルー、５トン未満 

２９０－４８７７１福岡、個人所有 

５.７５ｍ（Lr）×２.５３ｍ×１.４６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１３９.７kＷ、平成８年１０月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成２３年９月２７日 

免許証交付日 平成２８年１０月６日 

（平成３３年１０月５日まで有効） 

同乗者Ａ 女性 ３５歳 

 死傷者等 重傷 ２人（船長及び同乗者Ａ） 

 損傷 船首部に破口 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風速 約２.０m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の末期 

日没時刻：１７時４５分ごろ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者Ａほか３人を乗せ、‘福岡

市東区香椎
か し い

で行われる花火大会’（以下「本件花火大会」という。）観

覧の目的で、平成２８年１０月１５日１８時００分ごろ福岡市浜崎
はまさき

今津
い ま づ

漁港を出港した。 

本船は、船長の知人の船と合流するつもりで、１９時００分ごろ博

多港第１区箱崎
はこざき

に立ち寄ったところ、知人の船がまだ出港準備を終え
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ていなかったので、先に花火大会の会場に向かうこととして、１９時

１０分ごろ箱崎を出発した。 

本船は、箱崎ふ頭の南西端付近で右転し、同ふ頭西岸に沿って北東

進していたところ、船長が同乗者Ａから左方で花火が上がっていると

声を掛けられ、船長はこの花火が本件花火大会の花火と思い、同乗者

Ａから聞いた方向に向けて左転した。 

本船は、左転したのち約１３ノットの対地速力で約４００ｍ西北西

進したところ、１９時１７分ごろ博多港の東防波堤に衝突した。 

乗船者全員は東防波堤に渡って救助を待つこととし、船長は、同乗

者Ａに海上保安庁への通報を依頼して間もなく気を失った。 

乗船者全員は、救助に来た消防艇で箱崎ふ頭に運ばれたのち、船長

及び同乗者Ａは救急車で病院に搬送され、船長が左下顎骨骨体部骨折

等と、同乗者Ａが第９胸椎々体骨折とそれぞれ診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 船長は、ふだん、ＧＰＳプロッターで船位を、磁気コンパスで針路

をそれぞれ確認していた。 

本船は、レーダーが装備されておらず、また、本事故当時、ＧＰＳ

プロッターが不調であった。 

本事故当時、本件花火大会の会場西方にある福岡市東区西戸崎
さいとざき

のホ

テルでも、本件花火大会とは別に花火が打ち上げられていた。 

船長は、約３０年の操船経験があり、博多港の東防波堤の存在を知

っていたが、船位及び針路をいずれも確認しておらず、左転したのち

も本件花火大会の会場方向に進行していると思っていた。 

船長は、前方の見張りを行って操船していたが、本事故時が高潮時

に近く、東防波堤の高さが水面から約３０cmであったことから、東防

波堤が見えづらかったのではないかと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、博多港第１区において、本件花火大会の会場に向けて航行

中、船長が同乗者Ａから左方で花火が上がっていると声を掛けられ、

この花火を本件花火大会の花火と思って左転したが、船位及び針路を

いずれも確認していなかったことから、東防波堤に向かっていること

に気付かずに航行し、東防波堤に衝突したものと考えられる。 

本船は、レーダーが装備されておらず、また、本事故当時、ＧＰＳ

プロッターが不調であったものと考えられる。 

船長は、左転した後も本件花火大会の会場方向に進行していると思

っていたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、博多港第１区において、本船が、本件花火大会の
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会場に向けて航行中、船長が同乗者Ａから左方で花火が上がっている

と声を掛けられ、この花火を本件花火大会の花火と思って左転した

が、船位及び針路をいずれも確認していなかったため、東防波堤に向

かっていることに気付かずに航行し、東防波堤に衝突したものと考え

られる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・不具合のある機器は修理しておくこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

事故発生場所

（平成２８年１０月１５日

１９時１７分ごろ発生）
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写真１ 本船の損傷状況 

 

 

破口 


